
 

特 別 国 際 種 事 業 者 
（象牙製品等を取り扱う事業者） 

 

登 録 番 号 第 ０ １ ７ ７ ３ 号 

氏 名 又 は 名 称 タ カ ダ 事 務 機 株 式 会 社 

住 所 京 都 府 八 幡 市 八 幡 福 禄 谷 １ ４ ８ 番 地 の ４ ０ 

代 表 者 の 氏 名 白 井 敏 之 

譲渡し又は引渡し

の業務の対象とす

る特別特定器官等

の 種 別 

ぞ う 科 の 牙 及 び そ の 加 工 品 

登録の有効期間の

満 了 の 日 
２０２６ 年 ５ 月 ３１ 日 

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第７５号）」第３３条

の６第１項の規定に基づき、登録を行っており、象牙製品等を取り扱うことができます。 


